
令和3年4月13日

厚生労働大臣殿

所属研究機関長

機関名

職名

氏名

立感染症研究曜日同

円割｜日冨
次の職員の令和2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

1 研究事業名 新興・再興感染府及び予防接種政策位進荷究~1~業

2.研究課題名 環境水を用いた新型コロナウイルス臨御休市I］を梢築するための研究

3.研究者名 （所服部・職名）ウイルス第三郎・主仔研究官

（氏名・フリガナ） 吉田弘（ヨシダヒロム）

4. 倫理務査の状況

該当性の有無 左記で該当がある場合のみ記入悦＼）

有 H 議主主演み ？昨夜した機l弘1 来潜査（※2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に附する倫明1指針 口 ． 口 口

i宣伝子治彼等臨床研究に附する指針 口 ． 口 口

人を対象とする医学系研究に！瑚する倫理指針（制） 口 ． 口 口

厚生労働省の所管する災施機｜瑚における動物尖験
ロ 圃 口 ロ等の実胞に闘世る基本指量｜

その他、談当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名拘、：
口 圃 口 口

（※l)当技研究古が当店員研究を実施するに当たり遵守すべき倫目指針に関する倫理安員会の審査が済んでいる場合は、「’出査済みJにチエツ
クし－111:11しくは全:11：の背r査が完了していなし＞l持合は、「未’＇li'i査Jにチェックするとと。

その他（特記事項）／

（※2）未審j"f. にlj.＼合は、その限巾を記•Ii＼すること。
（※3）廃止1ifiの「疫学研究に｜則する倫理店針J や「臨床研究にJ~＼Jする倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること含

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況

6.利益相反の管理

当研究機関におけるC0 Iの管理に関する規定の策定

当研究機関におけるC0 I委員会設置の有無

当研究に係るC0 Iについての報告・審査の有無

当研究に係るC0 Iについての指導・管理の有無

（留意事項） ・該当する口にチェックを入れること。

受講・ 未受講口

有・無口（無の場合はその理由・

有・ 無口（艇の場合は委託先機関・

有・ J!t＼口（無の場合はその理由

有口無・（有の場合はその内容

－分担研究者の所属する機関の長も作成することa

年守主



厚生労働大臣殿

機関名

所属研究機関長 l除名

氏名

令和3年4月13日

次のl隊員の令和2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相

ては以下のとおりです。

1.研究事業名 厚生労働行政惟進調査事業費補助金（新興・再興感染症及び予防接種政策推進みF究事業）

2.研究課題名 環境水を用いた新司~コロナウイノレス険視体制や構築するための研究

3.研究者名 （所属部・ l倣名） ウイルス第二部・主任研究官

（氏名・フリガナ〕 喜多村晃一・キタムラコウイチ

4. 倫理審査の状況

該当性の有無 左記で級当がある場合のみ記入（※1)

:(ij ！！告 帯主E済み 審査した機関 来瀞Jli:（抑｝ ι

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 ロ ． ロ ロ

遺伝子治療等臨床研究にI則する指針 日 ． 口 口

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（約） 口 ． 口 ロ

厚生労働省の所管する実施機関における助物実験
口 ． ロ 口

等の実施に関する2吉本指針
その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称・
ロ ． 口 口

（※！）当日生研究者が当自主研究を実胞するに当たりi遵守すべき倫理指針に則する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、 f'il¥'1.E済み」にチェッ
クし一郎精しくは全部の！併賓が完了していない羽合は、 f米’＇ill'査」にチヱツクすること。

その他（判記事項）

（※2）未審査に場合は、その組曲を記航すること。
（※3）廃止11110コ『疫学研究に出1寸る倫邸1指針」や「臨床研究に関する倫理E指針」に削拠する場合は、当日主項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫湿教育の受緋状況

6.利益相反の管理

当研究機関におけるC0 Iの管理に関する規定の策定

当研究機関におけるco1委員会設置の有無

当研究に係るC0 Iについての報告・審査の有無

当研究に係るcoIについての指導・管理の有無

（留意事rro ・該当する口にチヱツクを入れること。

受緋圃 未受緋口

有・ ！眠口（無の場合はその理由．

有・ 無口t特の場合は委託先機関：

有・無口（無の場合はその理由ー

有口 j（＼＼圃（有の場合はその内容・

・分担研究渚の所属する機関の長も作成すること。

L/1 '/ 



厚生労働大臣殿

機関名

所属研究機関長職名

氏名

令和3年3月23日

国立大学法人山梨大学

学長

島田

(ifT川）？マミヨ~I 
長路：，，＇， cc＇＇日＇， i :j 

次の職員の令和 2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及時雄相反：~0旨理につい
ては以下のとおりです。

1. 研究事業名 新興・再質感染症及び予防接種政策推進研究事業

2.研究課題名 環境水を用いた新型コロナウイルス監視体制を構築するための研究

3.研究者名 （所属部局・職名） 大学院総合研究部・教授

（氏名・フリガナ） 原本英司・ハラモト エイジ

4.倫理審査の状況

該当性の有無 左記で該当がある場合のみ記入間I)

有 無 審査済み 審査した機関 未審査（※2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 口 ． 口 口

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 口 ． 口 口

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（淵） 口 圃 口 口

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
口 ． ロ 口

等の実施に関する基本指針

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称・
口 圃 口 ロ

（※1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチエツ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「末審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

（※2）未審査に場合は、その理由を記載するとと。
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

｜研究倫理教育の受講状況 ｜受講・ 未受講口 ｜ 

6.利益相反の管理

当研究機関におけるC0 Iの管理に関する規定の策定 有国無口（無の場合はその理由：

当研究機関におけるC0 I委員会設置の有無 有・ 無口（無の場合は委託先機関．

当研究に係るC0 Iについての報告・審査の有無 有・無口（無の場合はその理由．

当研究に係るC0 Iについての指導・管理の有無 有口 無．（有の場合はその内容．

（留意事項） ・該当する口にチェックを入れること。

－分担研究渚の所属する機関の長も作成すること。



厚生労働大臣殿

機関名

所属研究機関長職名

令和3年2月16日

山HII i:::> .;; ＇：＂刊：：： ¥¥'-. 

氏 名菅金清嗣JI前回；・Em
引とιこ止ととよとこ

次の職員の令和2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

1.研究事業名 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業

2. 研究課題名 環境水を用いた新型コロナウイルス監視体制Iを構築するための研究

3. 研究者名 （所属部局・職名）大学院工学研究院・助教

（氏名・フリガナ）北島正章・キタジママサアキ

4.倫理審査の状況

該当性の有無 左記で該当がある場合のみ記入（※！）

有 無 審査済み 審査した機関 来審査（※2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 口 回 口 口

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 ロ 回 口 口

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（※3) ロ 回 口 口

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
口 図 口 口

等の実施に関する基本指針

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称
口 回 口 口

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし 部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「来審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

（※幻未審査に場合は、その理由を記載すること。
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針jに準拠する場合は、当該項目に記入するとと。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

！研究倫理教育の受講状況 ｜受講図 未受講口 ｜ 

6.利益相反の管理

当研究機関におけるC0 Iの管理に関する規定の策定 有図無口（無の場合はその理由

当研究機関におけるC0 I委員会設置の有無 有田無口（無の場合は委託先機関

当研究に係るC0 Iについての報告・審査の有無 有図無口（無の場合はその理由

当研究に係るC0 Iについての指導・管理の有無 有口無回（有の場合はその内容

（留意事項） ・該当する口にチェックを入れること。

－分担研究者の所属する機関の長も作成すること。



厚生労働大臣殿

ては以下のとおりです。

略目

機関名

所属研究機関長職名

1.研究事業名 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業

令和3年3月 19日

2. 研究課題名 環境水を用いた新型コロナウイルス監視体制を構築するため¢研究

3.研究者名 （所属部局・職名） 東京都健康安全研究センター・微生物部

（氏名・フリガナ） 貞升健志・サダマスケンジ

4.倫理審査の状況

該当性の有無 左記で該当がある場合のみ記入（※l)

有 無 審査済み 審査した機関 未審査（如）

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 口 ． 口 ロ

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 口 圃 口 口

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（※3) ロ • 口 口

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
口 ． 口 口

等の実施に関する基本指針

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称：
口 ． 口 口

（※！）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済みJにチエツ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合l土、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

（※幻未審査に場合は、その理由を記載すること。
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針jに準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

｜研究倫理教育の受講状況 ｜受講圃 未受講口 I 
6.利益相反の管理

当研究機関におけるC0 Iの管理に関する規定の策定 有 E 無口（無の場合はその理由

当研究機関におけるC0 I委員会設置の有無 有・無口（無の場合は委託先殺関．

当研究に係るC0 Iについての報告・審査の有無 有 E 無口（無の場合はその理由

当研究に係るC0 Iについての指導・管理の有無 有口無・（有の場合はその内容

（留意事項） ・該当する口にチェッタを入れること。

－分担研究者の所属する機関の長も作成すること。



令和3年3月25日
厚生労働大臣殿

所属研究機関長

機関名 横浜市衛生研究所

職名横浜市衛生研究所長

氏名大久保一郎

＇＂＂＇.泊泊~\iJ 勺

'i J児：担flif±!
\i語［~
R玄室百三~

次の職員の令和2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

L 研究事業名

2.研究課題名

新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業

環境水を用いた新型コロナウイルス監視体制を構築するための研究

3.研究者名 （所属部局・職名） 横浜市衛生研究所研究員

（氏名・フリガナ） 小津広規 （オザワ ヒロキ）

4.倫理審査の状況

該当性の有無 左記で該当がある場合のみ記入（※1)

有 無 審査済み 審査した機関 未審査（※2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 口 ． 口 口

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 口 圃 口 口

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針恨の 口 ． 口 口

厚生労働省の所管する実縮機関における動物実験
口 ． 口 口

等の実施に関する基本指針

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称
口 圃 口 ' 口

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチエツ
クし 部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

（※2）来審査に場合は、その理由を記載すること。
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針Jに準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

｜研究倫理教育の受講状況 ｜受講圃 未受講口 ｜ 

6.利益相反の管理

当研究機関におけるC0 Iの管理に関する規定の策定 有・無口（無の場合はその理由

当研究線開におけるC0 I委員会設置の有無 －有国無口（無の場合は委託先機関

当研究に係るC0 I についての報告・審査の有無 有口 無圃（無の場合はその理由非営利機関のため該当しなし、）

当研究に係るC0 Iについての指導・管理の有無 有口 無置（有の場合はその内容非営利機関のため該当しない）

（留意事項） ・該当する口にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。



令和3年3月30日
厚生労働大臣殿

所属研究機関長

問

問

名

名

機

融

制

氏 ：：進 i融制：
~1t.w「：エコ

次の職員の令和2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

1.研究事業名 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業

2.研究課題名 環境水を用いた新型コロナウイルス監視体制を構築するための研究

3.研究者名 （所属部m・ 職名） 保健科学部・病理細菌課長

（氏名・フリガナ）

4.倫理審査の状況

沼崎光宏（ハマサキ ミツヒロ）

該当性の有無 左記で該当がある場合のみ記入（※1)

有 無 審査済み 審査した機関 未審査（※2)

ヒトゲJム・遺伝子解析研究に関する倫理指針． 口 圃 口 口

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 口 圃 ロ 口

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（※3) ロ 圃 口 口

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
口 圃 口 口

等の実施に関する基本指針

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称・
口 ． 口 口

（※！）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチヱツ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「来審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針Jや「臨床研究に関する倫理指針Jに準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

｜研究倫理教育の受講状況 ｜受講置 未受講口 ｜ 

6.利益相反の管理

当研究機関におゆるC0 Iの管理に関する規定の策定 有・ 無口（無の場合はその理由：

当研究機関におけるC0 I委員会設置の有無 有・無口（無の場合は委託先機関

当研究に係るC0 Iについての報告・審査の有無 有・無口（無の場合はその理由

当研究に係るcoIについての指導・管理の有無 有口無・（有田場合はその内容・

（留意事項） ・該当する口にチェックを入れること。

－分担研究者の所属する機関の長も作成するとと。



厚生労働大臣
（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿
（国立保健医療科学院長）

令和3年3月24日

所属研究機関長

陥

名

名

機

職

氏

国土交通省 l園田内箇題
国土技術政策髄開桝稲
川 A 彦 1m当時間

間関~ro~霊
次の職員の令和2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

1.研究事業名 新興・再興感染府及び予防楼種政策推進研究事業

2.研究課題名 環境水を用いた新型コロナウイルス監視体制を構築するための研究

3.研究者名 （置屋並且二盤名）

（豆急・フリガナ）

4.倫理審査の状況

下水道研究部下水処理研究室・室長

田鴎淳（タジマアツシ）

該当性の有無 左記で該当がある場合のみ記入［※］）

有 無 審査済み 審査した機関 未審査開2)

ヒトゲノム、遺伝子解析研究に関する倫理指針 口 ． ロ 口

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 口 ． 口 口

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（※3) 口 圃 口 口

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
口 ． 口 口

等の実施に関する基本指針

その他、該当する倫理指針があれば記入するとと

（指針の名称・
口 圃 口 口

（※！）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチエツ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

（※2）来審査に場合は、その理由を記載すること。
（※3）廃止前の「疫学明究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

｜研究倫理教育の受講状況 ｜受講・ 未受講口 ｜ 

6.利益相反の管理

当研究機関におけるC0 Iの管理に関する規定の策定 有口 無・（無の場合はその理由国立感染症研究所へ委託）

当研究機関におけるC0 I委員会設置の有無 有口 無・（無の場合は委託先機関． 国立感染症研究所

当研究に係るC0 Iについての報告・審査の有無 有圃無口（無の場合はその理由

当研究に係るC0 Iについての指導・管理の有無 有口無・（有の場合はその内容

（留意事項） ・該当する口にチェックを入れるとと巴

－分担研究者の所属する機関の長も作成すること。
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